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＜3＞＜3＞◆固定資産税・都市計画税(第4期分)納期限のお知らせ　　固定資産税・都市計画税（第4期分）の納期限は、2月28日（火）です。市税は、市政運営の原動力であり、市民の皆様のために大切に活用させていただきます。
　市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。   　　  　固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について　なんば市税事務所　固定資産税グループ　☎4397-2957(土地)　☎4397-2958(家屋)
　固定資産税（償却資産）について　船場法人市税事務所　固定資産税（償却資産）グループ　☎4705-2941　　4705-2905

問合せ
FAX

警察コーナー
東警察署 ☎6268-1234
南警察署 ☎6281-1234

安全・安心コーナー
ゆめまるくんの

中央区内で発生した
自転車の盗難件数...

被害にあわないために

区役所職員によるオリジナル啓発動画を
作製しました！　　　是非ご覧ください▶

（令和4年11月末現在）
1,206件

自転車利用者のヘルメット着用が努力義務に！
（令和４年４月改正道路交通法 ※令和5年4月施行）

● ヘルメット着用で頭部のケガを防止！
● 自転車に乗るときはヘルメットを
着用しましょう！！

自転車ヘルメット着用
全世代に！

　就寝時に寝返りで
布団がストーブに接し
て火がつき、寝ていた
方がお亡くなりになる
といった火災が毎年
発生します。就寝時は必ず消しましょう。

※毎年死者が発生しています！

電気ストーブで火災が
発生する様子
（約30秒）は
こちら▶▶▶

　電気ストーブの火災が多く発生しています。
　石油やガスのように燃焼を伴わないことで安
全なイメージのある電気ストーブですが、熱源
が非常に高温になるため同じように火災になる
危険があります。物を近づけすぎたり洗濯物が
ストーブ上に落下して火災になるケースが相次
いでいますのでご注意ください。

消防コーナー
中央消防署（内本町2-1-6）
☎6947-0119　　 6942-5745FAX

問合せ 市民協働課（市民協働）
☎6267-9841　　 6264-8283FAX

　お口まわりの衰えが介護や病気に！オーラルフレ
イルを理解して、健康長寿をめざしましょう。

2月18日（土）14:00～15:00
大阪産業創造館6階E会議室（本町1-4-5）
市内在住の方　　　　　　
一般社団法人大阪市東歯科医師会 
常務理事　呉 沢哲先生
80名　　　　　大阪市健康局
一般社団法人大阪市東歯科医師会
☎6231-5908

ところ

定　員

対　象
講　師

主　催

と　き

問合せ

令和4年度
大阪市オーラルフレイル
普及啓発事業講演会

費用無料
申込不要

　就活（転職）、職業訓練、家庭と仕事の両立、心の悩み
等を一度に複数の専門機関に相談できます。

３月10日（金）10：00～19：30
エル・おおさか（北浜東3-14）
３月８日（水）までに電話・府HPにて
大阪府雇用推進室就業促進課
☎6360-9073

ところ
申込み
問合せ

と　き

働く女性・働きたい女性の
ための相談会を開催します！ 費用無料

詳しくはこちら

個人市・府民税の申告受付が始まります
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市税事
務所・区役所への来所を控えていただき、送付または
大阪市行政オンラインシステムによる申告にご協力を
お願いします。なお、申告書は、市ホームページで作成
いただけます。詳しくは、お問い合わせください。

①市税事務所あて送付:３月15日（水）まで
②大阪市行政オンラインシステム:３月15日（水）まで
・令和４年中に収入がある方（給与所得・雑所得
（公的年金等・業務・その他）の申告のみ）
・令和４年中に収入がない方
③・市税事務所窓口:なんば市税事務所
２月３日（金）～３月15日（水）※平日のみ
（受付時間9：00～17：30　金曜日は19：00まで）
・区役所臨時申告会場:中央区役所６階会議室
２月16日（木）～３月15日（水）※平日のみ
（受付時間　9:00～11:30、13:00～16:00）

所得税の確定申告等については、税務署へ
東税務署:6942-1101　南税務署:6768-4881

問合せ なんば市税事務所
市民税等グループ（個人市民税）
☎4397-2953

申告方法・受付期間

書面による同意確認を行っています！
見守り相談室からのお知らせ

　見守り相談室では、大阪市福祉局からの行政
情報をもとに地域の見守り対象となる方に同意
書を発送・同意確認を行い「要援護者名簿」を作
成しています。
　同意確認できた方の情報
を地域に提供し、地域の見守
り活動につなげています。

● 高齢者（要介護3以上、要介護２以下でも
日常生活自立度Ⅱ以上の方）

● 身体障がい（１・２級）
● 肢体不自由（３級）
● 視覚障がい・聴覚障がい（３・４級）
● 音声言語機能障がい（３級）
● 精神障がい（１級）
● 知的障がい（療育Ａ）
● 難病患者（人工呼吸器装着等の医療機器への
依存が高い人）

対象の方

問合せ 見守り相談室（中央区社会福祉協議会内）
☎6763-8139　　 6763-8151FAX

見守る！ つながる！ 気にかける！

住み慣れたまちで安心して暮らし続けるために

（石田 みのりさんの作品）

令和4年度　大阪市防火標語
「知らんけど」 言うたらあかん 火の始末

ストーブ火災にご注意ください

もうひとつの

を自転車に
愛錠

あい じょう
STOP！

自転車盗！
STOP！

自転車盗！
大阪市内ワースト１

● 短時間の駐輪でも必ず鍵をかけましょう！
● 盗まれにくい鍵の取り付けをしましょう！
● 防犯登録をしましょう！
● 駐輪場に停めましょう！

前と後ろのツーロック！

　中央区は、商店街の活発な活動に支えられ成長を遂げるとともに、多くの人がその商店街の
魅力に惹き寄せられ、にぎわうまちです。今回、市内約250の商店街にある約8,400店舗の中から、
北極星 心斎橋本店（西心斎橋２-７-２７）が「大阪市あきないグランプリ」のグランプリ（大阪市長賞）
を受賞されました。ご功績をたたえ、心よりお祝い申しあげます。

北極星 代表　北橋さん

問合せ 市民協働課（まち魅力推進）5階52番　☎6267-9832　　 6264-8283FAX

　　大阪市あきないグランプリとは
　大阪市と大阪市商店会総連盟の共催により、市内商店街において、個性的で魅力的な店舗
を発掘・表彰し、顧客に支持される繁盛店づくりを推進することで、商店街と店舗の魅力を幅
広く発信し、商店街の活性化と大阪経済の振興をめざしています。

受賞コメント

感謝・感激で胸がいっぱいです。
先代である私の父が洋食屋を開いて
昨年で１００周年を迎えました。
これもひとえに皆さまに支えていた
だいて、今日があると思います。
心より感謝申しあげます。
いただいた賞に恥じないよう食文化
発展のお役に立てるよう精進してま
いります。

詳しくは
こちら▶

北極星 心斎橋本店が「第14回大阪市あきないグランプリ」の

グランプリを受賞！


